
 



令和２年第１回 

 

周南市農業委員会総会議事録 

 

１ 日 時  令和２年１月１０日（金） 午前１０時００分 ～１０時４６分 

 

２ 場 所  周南市役所 ２階 共用会議室 Ｇ 

 

３ 会議に付した議案 

議案第1号 農地法第３条の規定による許可申請について １件 

議案第2号 農地法第４条の規定による許可申請について ５件 

議案第3号 農地法第５条の規定による許可申請について ６件 

議案第4号 農地転用事業計画変更承認について １件 

報告第1号 農地法第５条の規定による農地転用届出について ６件 

報告第2号 非農地証明について ７件 

 

４ 出席委員 

第１番 竹 安 昌 巳 君     第２番 林   俊 一 君 

第３番 松 田 孝 行 君     第４番 藤 原 典 子 君 

第５番 岩 田   実 君     第６番 弘 中   壽 君 

第７番 山 崎 光 夫 君     第８番 徳 本   勉 君 

第９番 秋 貞 啓 子 君     第10番 佐 伯 伴 章 君 

第11番 高 橋   恵 君     第12番 田 中 榮 作 君 

第13番 藤 井   孝 君     第14番 原 田 雅 之 君 

第16番 笠 井 保 雄 君（職務代理者） 

第17番 西 田 孝 美 君（会長） 

 

５ 欠席委員 

   第15番 歳 光 時 正 君 



６ 事務局職員 

局  長  山 本 博 彦     次  長  原 田 省 二 

次長補佐  時 重 智 一     書  記  松 原 義 孝 
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議長（西田会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

皆さん、明けましておめでとうございます。 

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、総会に入る前に携帯電話につきましては、確認の方をよろしく

お願いいたします。 

次に、定足数の報告をさせていただきます。 

本日の総会の出席委員は１７名中１６名で、周南市農業委員会会議規則第

９条の規定を充たしておりますので、総会は成立いたします。 

なお、本日の欠席は、第１５番歳光時正委員の１名でございまして、周南

市農業委員会会議規則第５条の規定による欠席の届出がありましたのでご報

告いたします。 

それでは、議長よろしくお願いいたします。 

開会（午前１０時００分 ～ ） 

皆さん、明けましておめでとうございます。 

それでは只今より、令和２年第１回周南市農業委員会総会を開会いたしま

す｡ 

これより議事に入ります。 

議事日程第１、議事録署名委員の指名ですが、周南市農業委員会会議規

則第２３条に規定された議事録署名委員は、第４番、藤原典子委員、第

１０番、佐伯伴章委員のご両名にお願いいたします。 

議事日程第２、議案の審議に入ります。 

それでは、議案第１号を議題といたします。 

事務局よりの議案の説明をお願いいたします。 

議案書の１ページ、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請につ

いて」は、１議案１件です。 

それでは、１番について、ご説明いたします。 

申請地は、周南市大字●●字●●●に所在する農地の「田」、１筆の９３９

平方メ－トルでございます。 

権利移動につきましては、譲渡人は、遠方に住んでおり耕作をしていない

ため、譲受人は借受地で自宅にも近く、譲渡人の申し出を受け、譲り受ける



 

 

 

 

 

 

議長（西田会長） 

 

第５番 

 岩田 実委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西田会長） 

 

 

 

 

 

 

 

ものです。 

次に、取得後の農地は約９４アールで、当地区の３０アールの下限面積要

件を満たしています。 

また、農地法第３条第２項その他各号には該当せず、許可要件の全てを満

たしていると判断しています。 

以上です。 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員からの現

地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

第５番の岩田です。 

議案第１号１番について補足説明します。 

本申請は、売買による権利移動になります。 

地目は「田」、面積は９３９平方メートルです。 

水田として耕作されていました。 

譲渡人は、県外在住のため１２月２６日電話にて意思確認をしました。 

今後も自ら耕作できないので、約２０年前から耕作してもらっている譲受

人に購入をお願いしたそうです。 

譲受人とは、１２月２６日現地にて意思確認をしました。 

これまでも借地として耕作しており、申し出に応じたとのことです。 

この地区の中核的な農家で農機具、作業場もそろっており問題ないと思わ

れます。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

ありがとうございました。 

只今の１番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第１号１番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 



 

 

 

事務局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議がありませんので、１番は許可と決定いたします。 

続きまして、議案第２号を議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いいたします。 

議案書の２ページ、議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請につ

いて」は、１議案５件です。 

それでは、１番と２番の案件については、申請地が隣接しており、目的も

同種のものであるため、まとめて説明させていただきます。 

１番、２番共に、申請人は、市内に居住の方です。 

どちらも高齢となり、申請地を農地として維持管理していくことが困難で

あること、また、他に耕作者も見込めないことから、申請地に杉等を植林し

林地として管理するものです。 

申請地は、●●総合支所から西に約２．５キロメ－トルに位置し、所在は

１番が大字●●●字●●●４０１番、地目は「田」、地積は７３７平方メー

トルです。 

２番は同じく３９９番、地目は「田」、地積は３８３平方メートル、同じ

く４００番、地目は「田」、地積は３１４平方メートルで、２番の合計の地

積は６９７平方メートルです。 

こちらが、分間図です。先ず１番ですが、杉を２１０本、植林します。次

に２番ですが、杉を２００本、桧を８本、植林します。 

最後に、現地の写真です。 

なお、２番の３９９番については、既に桧が植林されており、無断転用に

あたりますので、農業振興地域の整備に関する法律並びに農地法を遵守する

旨の始末書が、令和元年８月２３日付けで提出されています。 

続きまして、農地転用許可基準について、ご説明いたします。 

先ず、農地区分につきましては、農業公共投資の対象となっていない小集

団の農地であり、その他農地として第２種農地に該当いたします。 

農地区分と転用目的の適合性につきましては、立地の代替性がなく、農地

法第４条第６項第２号に該当いたしません。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され



 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西田会長） 

 

第２番 

 林 俊一委員 

 

 

 

 

 

 

議長（西田会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ており、適当であると判断されます。 

行政庁の許可・認可等の処分の見込み・協議の状況等につきましては、申

請地が農業振興地域内の農用地であり、昨年１１月の農業委員会総会で「農

業振興地域整備計画の変更について」により、ご協議いただいており、令和

元年１２月１０日付けで、除外の許可の内定通知を受けています。 

なお、本件は農用地区域除外後の施行となります。 

その他の許可基準も、すべて満たしており、必要な書類も完備されていま

す。 

以上です。 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員からの現

地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

２番の林です。 

議案第２号１番と２番について、ご報告いたします。 

この議案は、去年１１月に農業振興地域除外の申請があった議案２件であ

ります。 

去る、１月７日に電話連絡にて２件の意思表示を確認しました。 

２件の事業計画書、資金計画書、被害防除計画書も適切と思われます。 

近隣における被害も無いと思われますので、ご審議のほどよろしくお願い

します。 

ありがとうございました。 

只今の１番及び２番の案件につきまして、一括して質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第２号１番及び２番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、１番及び２番は許可と決定いたします。 

続きまして、議案第２号３番を議題といたします。 



 

事務局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西田会長） 

事務局より議案の説明をお願いいたします。 

それでは、３番について、ご説明いたします。 

申請人は、市内に居住の会社員です。 

申請地に隣接する宅地に自宅を新築するにあたり、宅地内では、自家用車

を駐車するスペースが不足することから、申請地に駐車場を整備するもので

す。 

申請地は、●●総合支所から北西へ約１．４キロメートルに位置し、所在

は、大字●●字●●４５３番１０、地目は「田」、地積は４２平方メートル

です。 

こちらが、地籍図です。 

次に、土地利用計画図です。自己および家族の車、計３台分を駐車するも

のです。 

最後に、現地の写真です。 

続きまして、農地転用許可基準について、ご説明いたします。 

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の農地であり、そ

の他農地として第２種農地に該当いたします。 

農地区分と転用目的の適合性につきましては、立地の代替性がなく、農地

法第４条第６項第２号に該当いたしません。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ており、雨水は、道路の側溝への放流です。 

行政庁の許可・認可等の処分の見込み・協議の状況等につきましては、申

請地が農業振興地域内の農用地であり、昨年１１月の農業委員会総会で「農

業振興地域整備計画の変更について」により、ご協議いただいており、令和

元年１２月１０日付けで、除外の許可の内定通知を受けています。 

なお、本件は農用地区域除外後の施行となります。 

その他の許可基準も、すべて満たしており、必要な書類も完備されていま

す。 

以上です。 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員からの現
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議長（西田会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局次長 

地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

第１４番の原田です。 

議案第２号３番について補足説明いたします。 

本案件は、昨年１１月総会にて農業振興地域除外の申請がなされ、承認を

得て今回の申請となったものです。 

申請地は、自己保全管理で草刈されておりましたが、面積も狭く、形も悪

く農地として活用するには不向きでした。 

申請人は、現在申請地近くの借家に住んでいるが、諸般の理由により引き

払うこととなり、申請地に隣接する自己所有地に家を新築するとのことでし

た。 

その際、家族の駐車スペースがなく申請地を駐車場として利用したいとの

ことでした。 

申請地周辺は、道路、住宅、排水路で、周辺農地に与える影響はありませ

ん。 

事業計画書、平面図、被害防除計画書に添って調査いたしましたが、特に

問題はないと考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

只今の３番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第２号３番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、３番は許可と決定いたします。 

続きまして、議案第２号４番及び５番を議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いいたします。 

この、４番と５番の案件についても、申請地が隣接しており、目的も同種



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のものであるため、まとめて説明させていただきます。 

４番の申請人は、市内に居住の会社員です。また、５番の申請人は、千葉

県に居住の方です。 

どちらも永年耕作をしておらず、また、高齢となり申請地を農地として維

持管理していくことが困難であること、他に耕作者も見込めないことから、

申請地に桜、モミジ等を植樹するものです。 

申請地は、●●支所から南東へ約１．２キロメ－トルに位置し、所在は、

申請地４番が大字●●字●●６１８番１、地目は「田」、地積は２，３１９

平方メートルです。 

申請地５番が、同じく字●●６２６番２、地目は「畑」、地積は５４平方

メートル、同じく６３１番、地目は「畑」、地積は１８９平方メートル、字

●●６５６番１、地目は「田」、地積は３２２平方メートル、同じく６５７

番、地目は「畑」、地積は１４７平方メートルで、５番の地積の合計は、７

１２平方メートルです。 

こちらが、地籍図で、先ず４番です。桜１０本、モミジ５本、花桃５本、

計２０本を植樹します。次に５番です。桜６本、モミジ４本、計１０本を植

樹します。 

最後に、現地の写真です。 

なお、申請地４番および申請地５番の字栗成６５６番１については、平成

３０年に桜、モミジが植樹されており、無断転用にあたりますので農業振興

地域の整備に関する法律並びに農地法を遵守する旨の始末書が、申請地４番

については、令和元年９月７日付け、申請地５番については、令和元年８月

２９日付けで提出されています。 

続きまして、農地転用許可基準について、ご説明いたします。 

先ず、農地区分につきましては、農業公共投資の対象となっていない小集

団の農地で、その他農地として第２種農地に該当いたします。 

農地区分と転用目的の適合性につきましては、立地の代替性がなく、農地

法第４条第６項第２号に該当いたしません。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され



 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西田会長） 

 

第１６番 

 笠井 保雄委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西田会長） 

 

 

 

 

 

 

ており、適当であると判断されます。 

行政庁の許可・認可等の処分の見込み・協議の状況等につきましては、申

請地が農業振興地域内の農用地であり、昨年１１月の農業委員会総会で「農

業振興地域整備計画の変更について」により、ご協議いただいており、令和

元年１２月１０日付けで、除外の許可の内定通知を受けています。 

なお、本件は農用地区域除外後の施行となります。 

その他の許可基準も、すべて満たしており、必要な書類も完備されていま

す。 

以上です。 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員からの現

地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

第１６番の笠井です。 

議案第２号４番、５番について、報告いたします。 

この議案につきましては、先般農用地除外の案件で提出されたもので、農

用地除外許可後の農地法４条許可申請となったものです。 

申請内容については、事務局の説明のとおりで私も現地確認しましたが、

間違いありません。 

先般も申しましたが、現地確認の折にも、こういう中山間地域におきまし

ては、狭小の農地が連なる棚田で農地性も低く、空き家、農地の荒廃が進み

限界集落といわれる中で、こういう選択も致し方無いのかと思えました。 

提出書類も完備していて、問題ないと思われます。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

只今の４番及び５番の案件につきまして、一括して質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第２号４番及び５番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 
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議長（西田会長） 

 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、４番及び５番は許可と決定いたします。 

続きまして、議案第３号を議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いいたします。 

議案書の３ページ、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請につ

いて」は、１議案６件です。 

それでは、１番について、ご説明いたします。 

申請人は、市内でとび・土木工事業を営む法人です。 

駐車場として利用するため、申請地を購入するものです。 

譲渡人は、現在耕作しておらず、今後もその予定がないことから、譲受人

の申し出に応じたものです。 

申請地は、●●●支所から東へ約４３０メートルに位置し所在は、大字●

●●●字神田１０９１番１、地目は「畑」、地積は２３１平方メートルです。 

こちらが、分間図です。 

次に、土地利用計画図です。普通車４台分の駐車スペースおよび転回スペ

ースとして利用します。 

最後に、現地の写真です。 

続きまして、農地転用許可基準について、ご説明いたします。 

先ず、農地区分は、農業公共投資の対象になっていない小集団の農地で、

その他農地として、第２種農地に該当いたします。 

農地区分と転用目的の適合性は、立地の代替性がなく、農地法第５条第２

項第２号に該当いたしません。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ており、雨水は、道路側溝への放流です。 

その他の許可基準も、すべて満たしており、必要な書類も完備されていま

す。 

以上です。 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員からの現

地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 
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１０番佐伯です。 

議案第３号１番ですが、５条の許可申請について、調査報告いたします。 

先日、現地へ行き現状確認しました。 

地目は「畑」ですが、申請地は数年耕作されていないようなので、譲渡人

の方に確認したところ、今後も耕作の予定もないとのことで、譲受人からの

希望があり譲渡すことに決めたと言われました。 

近隣に農地はすでに無く、影響は別に無いと思われます。 

譲受人の方に確認したところ、作業場の隣で作業者等駐車場が必要のため

当該地を求めたとのことです。 

他に問題は、無いと思われますので、ご審議をお願いします。 

ありがとうございました。 

只今の１番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第３号１番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、１番は許可と決定いたします。 

続きまして、議案第３号２番を議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いいたします。 

それでは、２番について、ご説明いたします。 

申請人は、岡山県に居住する会社員です。 

太陽光発電事業を行うため申請地を購入し、パネル設置面積４８２．９６

平方メートル、発電出力４９．５キロワットの太陽光パネル２５２枚を設置

するものです。 

申請地は、日当たりが良く、太陽光発電に適した土地形状で、道路にも隣

接しています。 

譲渡人は、申請地での耕作および管理が困難となっていたところ、申請人
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が太陽光発電事業を行う自己所有の土地がなく用地を探していたため、譲渡

人の土地を譲り受け、今回の申請になったものです。 

申請地は、●●支所から北東へ約８４０メ－トルに位置し、所在は大字●

●字●●４６９番、地積は１，７５２平方メートルで、地目は「田」です。 

こちらが、分間図です。 

続きまして、土地利用計画図です。 

最後に、申請地の写真です。 

続きまして、農地転用許可基準について、ご説明いたします。 

先ず、農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の農地で、

その他農地として、第２種農地に該当いたします。 

農地区分と転用目的の適合性につきましては、立地の代替性がなく、農地

法第５条第２項第２号に該当いたしません。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ており、雨水は、農業用用排水路への放流です。 

その他の許可基準も、すべて満たしており、必要な書類も完備されていま

す。 

以上です。 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員からの現

地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

第５番の岩田です。 

議案第３号２番について補足説明します。 

本申請は、譲受人である太陽光発電業者による、権利移動許可申請になり

ます。 

１２月２５日事務局長とで、現地確認をしました。 

地目は「田」で、面積は １，７５２平方メートルで、２枚に分かれていま

す。 

現状は耕作されていませんが、草刈りはされていました。 

１２月２９日譲渡人とは、電話にて意思確認をしました。 

管理が困難となっていたところへ、譲り受けの商談があったので譲り渡す
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とのことでした。 

１月９日、譲受人とは、電話にて意思確認をしました。 

申請書、位置図、分間図、被害防除計画書、事業計画書、土地利用計画図

は先ほどの事務局の説明通りです。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

ありがとうございました。 

只今の２番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第３号２番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、２番は許可と決定いたします。 

続きまして、議案第３号３番を議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いいたします。 

それでは、３番について、ご説明いたします。 

申請人は、広島県に居住する会社員です。 

太陽光発電事業を行うため申請地を購入し、パネル設置面積４８２．９６

平方メートル、発電出力４９．５キロワットの太陽光パネル２５２枚を設置

するものです。 

申請地は、日当たりが良く、太陽光発電に適した土地形状で、道路にも隣

接しています。 

譲渡人は、申請地での耕作および管理が困難となっていたところ、申請人

が太陽光発電事業を行う自己所有の土地がなく用地を探していたため、譲渡

人の土地を譲り受け、今回の申請になったものです。 

申請地は、戸田支所から東へ約７８０メ－トルに位置し、所在は、大字●

●字●●●１７０５番、地積は１，４４６平方メートルで、地目は「田」で

す。 
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こちらが、分間図です。 

続きまして、土地利用計画図です。 

最後に、申請地の写真です。 

続きまして、農地転用許可基準について、ご説明いたします。 

先ず、農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の農地で、

その他農地として、第２種農地に該当いたします。 

農地区分と転用目的の適合性につきましては、立地の代替性がなく、農地

法第５条第２項第２号に該当いたしません。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ており、雨水は、農業用用排水路への放流です。 

その他の許可基準も、すべて満たしており、必要な書類も完備されていま

す。 

以上です。 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員からの現

地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

６番の弘中です。 

議案第３号３番について、先に譲渡人及び譲受人とは、電話で太陽光発電

施設設置の為の所有権移転の申請に至った経緯について、双方共申請通りで

あることを確認いたしました。 

現地の状態については、２種農地で現在は、休耕農地となっており、近接

を水路及び作道が通っており、これが施設の設置後に支障を来すものではな

いと認められます。 

ありがとうございました。 

只今の３番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第３号３番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 
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（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、３番は許可と決定いたします。 

続きまして、議案第３号４番を議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いいたします。 

それでは、４番について、ご説明いたします。 

申請人は、下関市に居住する会社員です。 

太陽光発電事業を行うために申請地を購入し、パネル設置面積４８２．９

６平方メートル、発電出力４９．５キロワットの太陽光パネル２５２枚を設

置するものです。 

申請地は、日当たりも良く、道路にも隣接しています。 

譲渡人は、申請地での耕作および管理が困難となっていたところ、申請人

が太陽光発電事業を行う自己所有の土地がなく用地を探していたため、譲渡

人の土地を譲り受け、今回の申請になったものです。 

申請地は、●●●支所から南へ約８２０メートルに位置し、所在は、大字

●●●●●字●●１６２５番、地目は「田」、地積は１，７５８平方メートル

です。 

こちらが、分間図です。 

次に、土地利用計画図です。 

最後に、現地の写真です。 

続きまして、農地転用許可基準について、ご説明いたします。 

先ず、農地区分は、農業公共投資の対象になっていない小集団の農地で、

その他農地として、第２種農地に該当いたします。 

農地区分と転用目的の適合性は、立地の代替性がなく、農地法第５条第２

項第２号に該当いたしません。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ており、雨水は、農業用用排水路への放流です。 

その他の許可基準も、すべて満たしており、必要な書類も完備されていま

す。 

以上です。 
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只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員からの現

地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

第１１番の高橋です。 

議案第３号４番について補足説明します。 

譲受人、譲渡人とも遠方の為、電話で確認いたしました。 

申請地の現状は、一部近所の方が野菜等を耕作されていましたが、長い間

耕作はされておらず、草刈りも耕作されている周辺と、近隣の家屋周辺のみ

で、雑草が繁茂している部分もありました。 

譲渡人も遠方に住んでいることから、今後も管理が難しいので、今回、太

陽光発電事業の話があったので、譲渡しに合意したとのことです。 

書類等も完備されていますので、特に問題ないと思われますので、ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

只今の４番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第３号４番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、４番は許可と決定いたします。 

続きまして、議案第３号５番を議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いいたします。 

それでは、５番について、ご説明いたします。 

申請人は、広島県に居住する会社員です。 

太陽光発電事業を行うために申請地を購入し、パネル設置面積４８９．２

６平方メートル、発電出力４９．５キロワットの太陽光パネル２５２を設置

するものです。 

申請地は、日当たりも良く、道路にも隣接しています。 
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譲渡人は、申請地での耕作および管理が困難となっていたところ、申請人

が太陽光発電事業を行う自己所有の土地がなく用地を探していたため、譲渡

人の土地を譲り受け、今回の申請になったものです。 

申請地は、●●●支所から南へ約１．３キロメートルに位置し、所在は、

大字●●●●●字●●●１８０２番１、地積は１，３９０平方メートル、同

じく１８０５番６、地積は１９９平方メートルで、合わせて１，５８９平方

メートル、地目はどちらも「田」です。 

こちらが、分間図です。 

次に、土地利用計画図です。 

最後に、現地の写真です。 

続きまして、農地転用許可基準について、ご説明いたします。 

先ず、農地区分は、農業公共投資の対象になっていない小集団の農地で、

その他農地として、第２種農地に該当いたします。 

農地区分と転用目的の適合性は、立地の代替性がなく、農地法第５条第２

項第２号に該当いたしません。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ており、雨水は、農業用用排水路への放流です。 

その他の許可基準も、すべて満たしており、必要な書類も完備されていま

す。 

以上です。 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員からの現

地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

第１１番の高橋です。 

議案第３号５番について、補足説明します。 

１月６日に譲渡人と現地にて確認いたしましたので、報告します。 

なお、譲受人とは遠方の為、電話にて確認いたしました。 

申請地は、１０年以上耕作されていないとのことで、草刈り等も長いこと

されていないようで雑草が繁茂していました。 

持ち主の譲渡人も今後も管理が困難なので、今回太陽光発電事業の話があ
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ったことで譲渡すことになり、今回の申請になりました。 

書類等も完備されていますので、特に問題ないと思われますので、ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

只今の５番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第３号５番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、５番は許可と決定いたします。 

続きまして、議案第３号６番を議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いいたします。 

それでは、６番について、ご説明いたします。 

申請人は、広島県に居住する会社員です。 

太陽光発電事業を行うために申請地を購入し、パネル設置面積４１３．９

７平方メートル、発電出力４９．５キロワットの太陽光パネル２１６枚を設

置するものです。 

申請地は、日当たりも良く、道路にも隣接しています。 

譲渡人は、申請地での耕作および管理が困難となっていたところ、申請人

が太陽光発電事業を行う自己所有の土地がなく用地を探していたため、譲渡

人の土地を譲り受け、今回の申請になったものです。 

申請地は、●●●支所から南西へ約１．５キロメートルに位置し、所在は

大字●●●●●字●●２６００番３６、地目は「田」、地積は１，２８５平方

メートルです。 

こちらが、分間図です。 

次に、土地利用計画図です。 

最後に、現地の写真です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西田会長） 

 

第１１番 

 高橋 恵委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西田会長） 

 

 

 

 

 

 

続きまして、農地転用許可基準について、ご説明いたします。 

先ず、農地区分は、農業公共投資の対象になっていない小集団の農地で、

その他農地として、第２種農地に該当いたします。 

農地区分と転用目的の適合性は、立地の代替性がなく、農地法第５条第２

項第２号に該当いたしません。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ており、雨水は、農業用用排水路への放流です。 

その他の許可基準も、すべて満たしており、必要な書類も完備されていま

す。 

以上です。 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員からの現

地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

第１１番の高橋です。 

議案第３号６番について補足説明します。 

１２月２９日に譲渡人と現地にて確認いたしましたので、報告します。 

なお、譲受人とは、電話にて確認いたしました。 

申請地は昨年までは水稲が耕作されており、刈り入れがされた後でした。 

今までは耕作を他の人にお願いしていたようですが、それも困難になって

きたとのことで、譲渡したいと考えていたところ、太陽光発電事業の話があ

り、今回の申請になったとのことです。 

書類等も完備されていますので、特に問題ないと思われますので、ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

只今の６番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第３号６番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 



 

 

 

 

事務局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西田会長） 

 

第９番 

 岩田 実委員 

 

 

 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、６番は許可と決定いたします。 

続きまして、議案第４号を議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いいたします。 

議案書の４ページをお願いします。 

議案第４号「農地転用事業計画変更申請承認について」を、ご説明いたし

ます。 

本件は、昨年８月９日の総会において、ご審議ご承認いただき８月２８日

付け指令周農委第５号の２０で許可されました農地法第５条許可申請に伴う

事業計画のうち、工事の終期を変更するもので、令和２年３月３１日までの

ところを６ヶ月間延長し、令和２年９月３０日までとする「事業計画変更申

請」になります。 

本件の所在地は、大字●●字●●２４７７番７、地積は４６２平方メート

ル、内容は、ＪＲ山陽新幹線の法面排水工事を実施するにあたり、申請地が

工事現場に近接しているため、工事期間中、一時的に現場事務所、工事車両

等駐車場、産業廃棄物仮置場などとして利用するものです。 

申請地を確認したところ、現在除草が行われ、駐車場等の整備が行われて

いる状況でした。 

申請人から聴き取りを行ったところ、一部資材の納入が遅れたことにより

工期延長に至っているとの経緯により、この度の計画変更が申請されていま

す。 

以上です。 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員からの現

地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

第５番の岩田です。 

議案第４号１番について、補足説明します。 

本案件は、昨年８月の総会で許可されたものですが、工事発注の遅れによ

り、農地転用事業計画書変更の申請になります。 

１２月２５日事務局長と現地確認、現状は、草刈りがされていました。 



 

 

議長（西田会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西田会長） 

 

 

 

事務局長 

変更理由、変更内容は、先ほどの事務局の説明通りです。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

ありがとうございました。 

只今の６番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第３号６番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、６番は許可と決定いたします。 

以上で、審議案件は全て終了いたしました。 

続きまして、報告事項に入らせていただきます。 

それでは、報告第１号につきまして、事務局よりの報告事項の説明をお願

いします。 

議案書の５ページ、６ページをお願いします。 

報告第１号「農地法第５条の規定による農地転用届出について」を、ご説

明いたします。 

市街化区域内の農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、権利移動と農

地以外のものに転用することにつきましては、農地法第５条第１項第６号に

規定され、許可は不要とされているもので、今回は６件ございました。 

内容は記載のとおりで、添付書類も含め完備しておりましたので､事務局

長専決により書類を受理いたしましたので、ご報告いたします。 

以上でございます。 

説明が終わりました。 

以上で報告第１号を終わります。 

続きまして、報告第２号につきまして、事務局よりの報告事項の説明をお

願いいたします。 

議案書の７ページ、８ページをお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

議長（西田会長） 

 

 

報告第２号「非農地証明について」をご説明いたします。 

登記簿上の地目が農地で、現況が農地以外になっている土地について、地

目の変更登記をしようとする者からの申請に基づき、交付する証明書でござ

います。今回は７件ございました。 

内容については記載のとおりで、現地も確認いたしました。 

添付書類も含め完備しておりましたので､事務局長専決により非農地であ

る旨の確認及び証明をいたしましたので、ご報告いたします。 

以上でございます。 

説明が終わりました。 

以上で報告第２号を終わります。 

以上で、本日の議案の審議は全て終了いたしましたので、令和２年第１回周

南市農業委員会総会を閉会いたします。 

閉会（午前１０時４６分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



上記決議を明確にするため、この議事録を作成し署名委員がこれに署名する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


